いすゞは期間社員・派遣社員の雇用をまもり、企業の社会的責任を果たせ
―「いすゞ自動車地位確認・賃金支払い並びに損害賠償請求訴訟」提訴にあたって　―
（１）２００９年４月２日、東京地方裁判所に対し、ＪＭＩＵ組合員１２名が、いすゞ自動車を相手どり、期間社員の雇い止め無効などを求め提訴した。請求の趣旨は次のとおりである。

①期間社員の雇い止め無効（社員としての地位確認）
　いすゞ自動車は、雇用契約満了となる期間社員組合員に対し、「雇い止め」を通告した。しかし、当該組合員は、請負、派遣、期間社員と会社の一方的な都合によって契約形態を変え、また、契約更新を反復しながら、長期にわたっていすゞ自動車で働き続けてきた。このように、当該組合員といすゞ自動車との間の労働契約は事実上、「期間のない雇用契約」といえ、本件雇い止めは「解雇」であり、あるいは、労働者の契約更新の期待権を侵害する不法行為であり無効である。
②派遣社員の直接雇用（いすゞ自動車の社員としての地位確認）

　当該組合員らは、期間社員と同様、請負、派遣、期間社員を経て再び派遣として働き続けてきた。これは、労働者を中間搾取の対象におとしめるものであり、違反者に対しては懲役刑まで用意された職業安定法４４条違反である。いすゞ自動車での労働者派遣は公序良俗に反し無効であり、当該組合員らといすゞ自動車とのあいだには「黙示の労働契約」が存在する。
③派遣契約中途解約による慰謝料請求
　当該組合員らは昨年末、派遣会社を解雇され、寮を退去せざるを得なくなるなど、多大な損害を被った。組合員らの被った損害は、いずれも、いすゞ自動車による派遣契約の一方的解約という不法行為が原因であり、当該組合員らが被った損害に対する慰謝料をいすゞ自動車に求めるものである。
（２）ＪＭＩＵいすゞ自動車支部は、昨年１２月３日、期間社員・派遣社員１４００名の解雇に反対し、４名の仲間で結成された。支部の結成は、いすゞ自動車の期間社員・派遣社員を大きく励まし、結成後３０名を超える仲間があらたに組合に加入し、たたかいに立ち上がった。わたしたちの団体交渉での追及と仮処分申立に加え、全国の支援やマスコミ報道など社会的世論のひろがりに、いすゞ自動車は１２月２４日、期間社員の解雇撤回を余儀なくされた。しかし、解雇撤回と同時に残期間の賃金８５％＋満期慰労金相当の特別退職金を条件とする「労働契約の合意解約（いわゆる希望退職）」を提示し、退職に同意しない労働者には一方的に契約満了日までの休業を押し付けたうえ「雇い止め」を強行しようとしている。また、派遣契約の中途解約についてはなんらの労働者救済策をとっていない。
（３）いすゞ自動車の１４００名の解雇は、製造業での「派遣切り」の先鞭をつけ、その後、数十万人の非正規労働者が「派遣切り」にあった。
（４）わたしたちは、この裁判を通じて、非正規労働者の人格を否定し、モノ扱いするいすゞ自動車の不当性を明らかにし、労働者の雇用・権利をまもる企業の社会的責任を徹底して追及する。そして、労働者派遣法抜本改正など全国的な運動と共同し、労働者のはたらく権利の向上のために奮闘する決意である。
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